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１．はじめに
『防長風土注進案』とは、江戸後期に編纂が行われ

た長州藩の地誌である。我々はこの『防長風土注進案』
（以下注進案と略す）の記載をもとに、食品、商品作物、
手工業製品などを含む産物データベースを構築した。更
にこれより、食品・手工業製品などを整理した産物・産
業の目録を作成し、報告した１。今年度は注進案の記載
より、草木に着目し目録として整理する２。なお、本稿
では藻類を含まない陸上植物（コケ植物を除く）を対象
とし、これを平易に草

そうもく

木と呼称する。

２．草木の目録
表１に注進案に記載されている草木の目録を示す３。

シダ植物、裸子植物、被子植物に大別され、それぞれ
９、16、360項目である。被子植物がスイレン目、アウ
ストロバイレヤ目、モクレン類、センリョウ目、単子葉
類、真正双子葉類に分かれる４。更に、真正双子葉類に
バラ上群とキク上群が含まれる。分類ごとの項目数はキ
ク上群が138項目（36%）と最多であり、次いでバラ上
群が115項目（30%）、単子葉類が74項目（19%）であ
る。草木の記載がある村落は、全体の78%にあたる255
村である５。本稿で記載の割合を示す際は、この村数を
分母とする。

草木のうち、カシ、マツは全体６の７割以上の村落に
記載されている。次いでカラスビシャクは６割、ヤブツ
バキ、シダレヤナギ、サクラは５割、スイカズラ、ハマ
スゲが４割の村落に記載がある。ほか、シャクヤク、キ
リ、エノキ、ヒノキ、クヌギが３割、クズ、キキョウ、
クスノキ、シュロ、ジャノヒゲ、ヨモギ、センダン、ユ
リ、ハチク、ボタン、フジ、キク、カワラヨモギが２割
の村落に記載されている。これら草木のほとんどは、用
材または薬用の用途が考えられるものである。薬用に併
せてヤブツバキは採油、シュロは繊維、ハチクは食用の
用途も考えられる。

目録の385項目のうち、村落全体の５割以上に記載の
ある草木は６項目（１％）、４割以上に記載のある草木
は８項目（２％）、３割以上が13項目（３％）、２割以
上が26項目（６％）である。

すなわち、２割未満に記載のある草木は、全体の93%
である。このように、記載頻度の高い草木はごく一部に
限られており、大部分の草木は頻度の低いものである。

３．宰判ごとの記載頻度
次に、これら草木についてその記載頻度を宰判７ごと

に集計し、比較を行う。その際項目名の表記ゆれを併合
し、目録名ごとにまとめる。これを表２に示す。また宰
判の区域については、図１に示す。紙幅の都合により全
てを取り上げることはできないが、ここでは普遍的な草
木、記載の偏る草木、宰判固有の草木について説明する。
なお、草木の記載を確認できなかった三田尻宰判は宰判
数の母数から除外する。
普遍的な草木　カシ、マツは三田尻宰判を除く16の宰判
において記載のある普遍的な草木である。カラスビシャ
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ル・イノベーション研究機構
１　松森ほか2014, 15, 16, 17, 18, 19。なお比較を容易にする
ために、本稿の構成は可能な限り前稿に合わせた。本文中に前
稿と重複する記述があるが、本稿単体で読めるように重複記述
の削除は行わなかった。
２　本稿の目録は筆者らが確認できたものに限られる。可能な
限り記載を集めるように努めているが、注進案に記載されてい
る草木を完全に網羅したものではない。また紙幅上限の都合上、
農作物や採集品等として松森ほか2014～2019にて報告済みの
項目は、目録から除外した。
３　紙幅上限の都合により、仮名表記の記載名は同一のルビの
項目に併合した。また異体字の記載名で併合できるものは併合
し、行数を削減した。
４　被子植物の分類はAPG IVの系統樹に基づいた。
５　本稿の目録に記載されている草本の記載に限る。

６　この「全体」は、草本の記載がある255村を指している。
以降も同様である。
７　宰判とは「長州藩における郷村支配の中間組織として一代
官の管轄する地域（二〇～三〇か村）」を指す。（『防長歴史
用語辞典』（1986）p.165、宰判の項より）
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ク、シダレヤナギ、サクラ、ヒノキは15の宰判に、キリ
は14の宰判に、シャクヤクは13の宰判に、ヤブツバキ、
スイカズラ、ハマスゲ、エノキ、クヌギ、キキョウ、ヌ
ルデは12の宰判に記載のある普遍的な草木である。クズ、
クスノキ、ジャノヒゲ、カワラヨモギ、カシワは11の宰
判に、シュロ、ハチクは10の宰判に、ヨモギ、センダン、

ムクノキ、ウスバサイシン、サカキは９の宰判に記載の
ある普遍的な草木である。
記載の偏る草木　複数の宰判に記載があるものの、特定
の宰判にその頻度が偏る草木について表３に示す８。表
の［宰判］列は記載数の最も多い宰判を示す。［最大
値］列は記載数の最大値を、［宰判数］列は記載のある
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８　なお多くの場合、項目の記載頻度は宰判ごとに均一ではな
い。いくつかの宰判に偏っていることが普通である。その中か
ら特徴的と思われるものについて、以下の手続きにより抽出し
た。①各項目の宰判ごとの記載数を、項目ごとの合計で除算し
た。これはある項目がどの宰判に偏っているかを、０から１の
間の値で示す。②項目ごとに、①の値の最大値と、平均値の差
を算出する。これはある宰判の偏りが、どれほど平均値から離
れているかを示すものである。また記載のある宰判が少ないた
めに、大きな①の最大値を持つ項目を除外するためである。③
算出した②の値が0.3より大のものを取り出した。この閾値は
データを見ながら主観的に設定した。
９　すなわち（対象項目の記載総和－最大値）÷（宰判数－
１）である。
10　紙幅の都合により目録名の列挙は割愛した。 11　松森ほか2014, 2017 を併読頂きたい。

宰判数を示している。［平均］列は、最大値を取る宰判
を除いた、記載数の平均である９。
宰判固有の草木　ある宰判にのみ記載のある、宰判固
有の草木については、以下に示す。ビャクダンは大島宰
判の３村にのみ記載がある。チガヤは上関宰判の６村に、
サトイモは同宰判の５村に、ホウライショウ、ミミナグ
サ、ベニバナは同宰判の３村に、ベンケイソウ、ヤナギ
タデ、オナモミは同宰判の２村にのみ記載がある。クマ
ザサは徳地宰判の７村にのみ記載がある。コシアブラは
美禰宰判の２村にのみ記載がある。ネコノメソウは先大
津宰判の７村に、ダンチクは同宰判の６村に、セリは同
宰判の５村に、ハハコグサは同宰判の４村に、アサガラ
は同宰判の３村に、キチジョウソウ、カラタチは同宰判
の２村にのみ記載がある。カワミドリは前大津宰判の４
村に、ミツバゼリは同宰判の３村に、カンアオイ、リョ
ウブ、センブリ、サンシチニンジンは同宰判の２村に
のみ記載がある。ギンコウボク、ヒメユリ、キジカクシ、
ホウオウチク、ケマンソウ、フクジュソウ、シュウメイ
ギク、ナツフジ、ハンノキ、アラセイトウ、サクラソウ、
アカネ、レンギョウ、オウバイ、ヒギリ、アズマギク、
ダンドクは当島宰判の２村にのみ記載がある。ほか、一
村でのみ記載のある村落固有の草木が102項目ある10。

目 録 の 3 8 5 項 目 の う ち 、普 遍 的 な 草 木 は 2 7 項 目
（７％）、記載の偏る草木は18項目（５％）、宰判固有
の草木は143項目（37%）である。本稿で取り上げたこ
れらの項目は全体の49%であり、残りの草木の検討は次
の課題である。今回の目録は項目数が多く、従来報告し
たいずれの目録よりも多数となった。これは注進案にて
草木の記載が豊かであることを示しており、人々の草木
への知識、関心の強さを物語っている。一方で、一村で
しか記載されていない草木の項目も多数あり、一般的で
ない草木についてもその名前を集めるように努めた編纂
の姿勢を窺い知ることができる。
４．おわりに

本稿では『防長風土注進案』の産物記載をもとに構
築したデータベースを用いて、草木を対象とした目録を
作成し、概要を報告した。注進案の草木記載は数が多

く、草木特定に失敗して目録から外れているものも一定
数存在する。また、紙幅上限の都合上、従来の目録にて
報告済みの項目は本目録から外すように努めた。そのた
め、本目録のみをもって、注進案の草木記載を網羅的に
把握することはできない11。あくまで、草木記載の事実
要約として参考にして頂けると幸いである。

今回対象とした草木は、先の食品目録や産業・手工業
製品目録から外れた植物である。しかし、主な食品や主
産業から外れた項目であっても、記載名から調査を行う
と、人間の生活に益をもたらす用途を数多く知ることが
できた。注進案に記載された草木は、無用なものが博物
誌的に記録された訳ではなく、人々の生活を支える無く
てはならない植物が、その価値と共に名前として記録さ
れたものと捉えられる。医薬品も広域物流もなかった当
時、土地と日光、大気にて生育し、動かず管理しやすい
草木は、その多様性と受け継いだ知識により、村落の不
可欠の資源として、人々の生活に資していたと思われる。

本稿の執筆に際し、山口大学教育学部准教授の柴田勝
氏より貴重な助言を得た。記して感謝申し上げます。本
稿は科学研究費補助金「地理情報システムを活用した食
文化研究の構築」（研究課題番号：23500928、五島淑
子代表）の助成による研究成果の一部である。
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